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#8 団体 
#8.0 通則 
この章では、団体の属性の記録について規定する。 
記録する要素として、名称、名称以外の識別要素、説明・管理要素がある。団体の名称に

は、第一の識別要素である団体の優先名称と、団体の異形名称とがある。 
#8.0.1 記録の目的 

団体の属性の記録の目的は、団体の識別を可能とすることである。 
#8.0.1.1 規定の構成 
団体の属性については、その通則を#8.0 で、名称を#8.1～#8.2 で、名称以外の識別要素

を#8.3～#8.7 で、説明・管理要素を#8.8～#8.16 で規定する。 
（参照: 団体に対する典拠形アクセス・ポイントの構築については、#28 を見よ。） 
#8.0.2 情報源 
団体の属性を記録するにあたって、その情報源は特に規定しない限りどこでもよい。 

（参照: 優先名称については、#8.1.2 を見よ。異形名称については、#8.2.2 を見よ。） 
#8.0.3 記録の方法 
団体の名称は、規定した情報源から採用した情報を、#1.11～#1.12.3 に従って記録する。 

（参照: #8.1.4、#8.2.3 を見よ。） 
 名称以外の識別要素は、#8.3.3～#8.7.3.2 に従って記録する。 
 説明・管理要素は、#8.8.3～#8.16 に従って記録する。 
＜#8.1～#8.2 団体の名称＞ 
 団体の名称は、エレメントである。 
 団体の名称には、次のエレメント・サブタイプがある。 

a) 団体の優先名称（参照: #8.1 を見よ。） 
b) 団体の異形名称（参照: #8.2 を見よ。） 

#8.1 団体の優先名称 
団体の優先名称は、団体の名称のエレメント・サブタイプである。 
団体の優先名称は、コア・エレメントである。 

#8.1.1 記録の範囲 
団体の優先名称とは、団体を識別するために選択する名称である。優先名称はその団体に

対する典拠形アクセス・ポイントの基礎としても使用する。 
（参照: 団体に対する典拠形アクセス・ポイントについては、#28.1 を見よ。） 
優先名称として選択しなかった名称や、優先名称として選択した名称の異なる形は、異形

名称として記録することができる。 
（参照: #8.2 を見よ。） 
#8.1.2 情報源 
団体の優先名称の情報源は、#8.1.3～#8.1.3.2 で特に規定しない限り、次の優先順位で採



『日本目録規則 2018 年版』第 8 章 

 6 / 37 
 

用する。 

a) 団体と結びつく資料の優先情報源 
b) 団体と結びつく資料に表示された、形式の整ったその他の情報 
c) その他の情報源（参考資料を含む） 

（参照: #8.0.2 を見よ。） 
#8.1.3 優先名称の選択 
団体の優先名称には、一般によく知られている名称を選択する。慣用形や簡略形の場合も

ある。 
また、団体の名称の正式な形が容易に判明する場合は、それを優先名称として選択するこ

ともできる。 
（参照: 同一名称の異なる形については、#8.1.3.1 を見よ。団体の名称の変更については、

#8.1.3.2 を見よ。） 
#8.1.3.1 同一名称の異なる形 
 団体の名称に複数の異なる形がある場合は、次の優先順位で選択する。 

a) 最もよく見られる形 
b) 他の団体と判別できる限りで最も簡略な形（イニシャル、頭字語など） 
c) 簡略な形が他の団体の名称と判別できない場合は、参考資料に見られる形 

（参照: 複数の異なる形が言語による場合は、#8.1.3.1A、#8.1.3.1A 別法を見よ。） 
（参照: 名称の変更については、#8.1.3.2 を見よ。） 
#8.1.3.1A 言語 
 団体の名称に複数の言語による形がある場合は、その団体が公式に使用する言語の名称

を選択する。 
団体が公式に使用する言語が複数ある場合は、データ作成機関で定める言語の名称を選

択する。 
団体が公式に使用する言語が複数ある場合に、その中にデータ作成機関で定める言語が

ないとき、または団体が公式に使用する言語が不明なときは、団体と結びつく資料や参考資

料でよく見られる名称を選択する。 
以上で判断できない場合は、データ作成機関が最初に入手した資料に最初に現れた形を、

優先名称として選択する。 
国際団体の名称については、その団体と結びつく資料や参考資料に現れる名称が、データ

作成機関で定める言語の名称である場合は、その名称を選択する。その他の場合は、上記の

規定に従って選択する。 
（参照: 各言語における文字種の選択については、#8.1.3.1B を見よ。） 
    University of Michigan 
 （公式使用言語が英語の場合） 
 International Federation of Library Associations and Institutions 
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（公式使用言語が英語を含めて複数あり、データ作成機関で定める言語が英語の

場合） 
#8.1.3.1A 言語 別法 
 *団体の名称には、日本語の名称を選択する。団体の名称が日本語の名称でない場合は、

日本語への翻訳形を選択する。 
団体の名称に複数の言語による形がある場合に、その中に日本語の名称があるときは、そ

れを選択する。ないときは、団体が公式に使用する言語の名称の、日本語への翻訳形を選択

する。 
団体が公式に使用する言語が不明な場合は、団体と結びつく資料や参考資料でよく見ら

れる名称の、日本語への翻訳形を選択する。 
いずれも日本語への翻訳形が決定できない場合は、その言語の名称を選択する。 
国際団体の名称も、上記の規定に従って選択する*。 

（参照: 各言語における文字種の選択については、#8.1.3.1B を見よ。） 
ミシガン大学 
国際図書館連盟 

#8.1.3.1B 文字種・読み 
a) 日本語 
表示形を優先名称として選択する。読みは、団体と結びつく資料の優先情報源における

表示を優先して選択する。優先情報源に読みの表示がなければ、団体と結びつく資料のそ

の他の情報源、参考資料、一般的な読みの順に選択する。 
b) 中国語 
表示形を優先名称として選択する。必要に応じて、データ作成機関の定めに従って、読

みを記録する。 
c) 韓国・朝鮮語 
表示形を優先名称として選択する。必要に応じて、データ作成機関の定めに従って、読

みを記録する。 
d) 日本語、中国語、韓国・朝鮮語以外の言語 
表示形または翻字形を優先名称として選択する。翻字形について、複数の形が見られる

場合は、データ作成機関で定める翻字法による形を優先名称として選択する。 
（参照: 言語については、#8.1.3.1A、#8.1.3.1A 別法を見よ。） 
（参照: 読みの記録の方法については、#8.1.4A～#8.1.4D 別法を見よ。） 
#8.1.3.1C 綴り 
団体の同一名称に複数の綴りがある場合は、データ作成機関が最初に入手した資料に現

れる形を優先名称として選択する。 
#8.1.3.1D 慣用形 
 団体の名称が、その母語の参考資料において慣用形で多く見られる場合は、それを優先名
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称として選択する。データ作成機関で定める言語の名称を選択する場合は、データ作成機関

で定める言語の参考資料による。 
パルテノン多摩 
（正式名称: 多摩市立複合文化施設） 

 ただし、次の団体については、それぞれの規定による。 
a) 歴史の古い団体、国際団体 

  歴史の古い団体や国際団体の名称の慣用形が、データ作成機関で定める言語で確定し

ている場合は、その形を優先名称として選択する。 
（参照: 歴史の古い宗教団体については、#8.1.3.1F を見よ。） 
（参照: 国際団体については、#8.1.7 を見よ。） 

Potsdam Conference 
ポツダム会談 

b) 中央政府、地方政府・自治体 
  中央政府または地方政府・自治体の領域の名称は、慣用形で表されることが多い。中央

政府または地方政府・自治体が、その母語の参考資料において慣用形で多く見られる場合

は、それを優先名称として選択する。データ作成機関で定める言語の名称を選択する場合

は、データ作成機関で定める言語の参考資料による。 
（参照: 場所の名称については、#12.1 を見よ。） 
ただし、中央政府、地方政府・自治体の名称の正式な形が通常使われている場合は、そ

れを選択する。 
Singapore 
（Republic of Singapore としない。） 
フランス 
（フランス共和国としない。） 

#8.1.3.1E 会議、大会、集会等 
会議、大会、集会等（展示会、博覧会、祝祭等を含む）の名称が、複数の異なる形で見ら

れる場合は、会議、大会、集会等と結びついた団体の名称（または名称の略語形）が含まれ

ている形を優先名称として選択する。 
ただし、会議、大会、集会等を団体の下部組織として扱う場合は、下部組織に関する規定

が優先する。 
（参照: #8.1.4.2 を見よ。） 

全国図書館大会 
日本行動分析学会. 年次大会 

会議、大会、集会等がそれ自体の固有名とそれ自体を含む一連の会議全体の名称の双方を

もつ場合は、固有名を選択する。 
（参照: 会議、大会、集会等の回次については、#8.6 を見よ。） 
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UCS 2004 
（International Symposium on Ubiquitous Computing Systems (2nd : 2004 : 

Tokyo, Japan)としない） 
#8.1.3.1F 歴史の古い宗教団体 
歴史の古い宗教団体の名称の慣用形が、データ作成機関で定める言語で確定している場

合は、その形を優先名称として選択する。判断できない場合は、データ作成機関で定める言

語における、教団等構成員の名称の慣用形、宗教団体の支部が使用している名称の慣用形の

順に選択する。これらも判断できない場合は、宗教団体の発祥地の母語による名称を選択す

る。 
（参照: #8.1.3.1Da)を見よ。） 

Benedictines 
#8.1.3.1G 宗教の拠点 
宗教の拠点（個々の神社、寺院、教会等）の名称が、複数の異なる形で現れる場合は、よ

く見られる形を選択する。 
   伊勢神宮 
よく見られる形を容易に特定できない場合は、由来となる個人、物、場所、出来事などの

名称を含む形、その拠点の種類を示す語句を含む形、その拠点が存在する地名を含む形の順

に優先して選択する。 
#8.1.3.2 名称の変更 
団体が名称を変更した場合は、それぞれの名称を優先名称として選択する。 
選択したそれぞれの優先名称を基礎として典拠形アクセス・ポイントを構築し、相互に関

連づける。 
（参照: #46.3 を見よ。） 
    電子通信学会 

（変更前の名称） 
    電子情報通信学会 

（変更後の名称） 
    長谷川工務店 

（変更前の名称） 
    長谷工コーポレーション 

（変更後の名称） 
#8.1.4 記録の方法 
 団体の優先名称は、#8.0.3 および#8.1.4.1～#8.1.7 に従って記録する。 
（参照: #1.11～#1.12.3 を見よ。） 
（参照: 各言語の名称については、#8.1.4A～#8.1.4D 別法を見よ。） 
（参照: 言語および文字種の選択については、#8.1.3.1A～#8.1.3.1B を見よ。） 
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#8.1.4A 日本語の優先名称 
 日本語の優先名称は、表示形とその読みを記録する。 
表示形における漢字は、その名称の選択に使用した情報源でよく見られる字体で記録す

る。 
読みは、片仮名読み形および（または）ローマ字読み形で、適切な単位に分かち書きして

記録する。読みと表示形が完全に一致する場合は、読みの記録を省略できる。 
（参照: 言語および文字種の選択については、#8.1.3.1A～#8.1.3.1B を見よ。） 
#8.1.4A 日本語の優先名称 別法 
 日本語の優先名称は、表示形とその読みを記録する。 

*表示形における漢字は、原則として常用漢字で記録する。 
読みは、片仮名読み形で、適切な単位に分かち書きして記録する*。読みと表示形が完全

に一致する場合は、読みの記録を省略できる。 
（参照: 言語および文字種の選択については、#8.1.3.1A～#8.1.3.1B を見よ。） 
#8.1.4B 中国語の優先名称 
 中国語の優先名称は、表示形を記録する。 

表示形における漢字は、原則としてその名称の選択に使用した情報源でよく見られる字

体（繁体字、簡体字を含む）で記録する。 
読みは、必要に応じて記録する。片仮名読み形および（または）ローマ字読み形（ピンイ

ンを含む）で、適切な単位に分かち書きして記録する。 
（参照: 言語および文字種の選択については、#8.1.3.1A～#8.1.3.1B を見よ。） 
#8.1.4C 韓国・朝鮮語の優先名称 
 韓国・朝鮮語の優先名称は、表示形を記録する。 
 表示形における漢字は、原則としてその名称の選択に使用した情報源でよく見られる字

体で記録する。 
ハングルは、情報源に表示されているとおりに記録する。 
読みは、必要に応じて記録する。片仮名読み形および（または）ローマ字読み形、あるい

はハングル読み形で、適切な単位に分かち書きして記録する。 
（参照: 言語および文字種の選択については、#8.1.3.1A～#8.1.3.1B を見よ。） 
#8.1.4D 日本語、中国語、韓国・朝鮮語以外の言語の優先名称 
 日本語、中国語、韓国・朝鮮語以外の言語の優先名称は、原則として表示形または翻字形

を記録する。読みは、原則として記録しない。 
（参照: 言語および文字種の選択については、#8.1.3.1A～#8.1.3.1B を見よ。） 
#8.1.4D 日本語、中国語、韓国・朝鮮語以外の言語の優先名称 別法 
 *日本語、中国語、韓国・朝鮮語以外の言語の優先名称は、片仮名表記形を記録する。そ

の名称が複数の語から成る場合は、単語の単位に中点（・）を入れて記録する。または、分

かち書きして記録することもできる*。読みは、原則として記録しない。 
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（参照: 言語および文字種の選択については、#8.1.3.1A～#8.1.3.1B を見よ。） 
#8.1.4.1 語句等の省略 
#8.1.4.1A 法人組織等の語句 
 団体の名称のうち、法人組織の種類、被記念者等を示す語句は、省略する。 

日本博物館協会||ニホン ハクブツカン キョウカイ 
（正式名称: 公益財団法人日本博物館協会） 
東芝||トウシバ 
（正式名称: 株式会社東芝） 
ローハスクラブ||ローハス クラブ 
（正式名称: 特定非営利活動法人ローハスクラブ） 
東京バレエ団||トウキョウ バレエダン 
（正式名称: チャイコフスキー記念東京バレエ団） 
人と防災未来センター||ヒト ト ボウサイ ミライ センター 
（正式名称: 阪神・淡路大震災記念人と防災未来センター） 

ただし、その語句が名称全体の分かちがたい一部である場合、または団体の名称であるこ

とを識別するために必要な場合は、省略しない。 
草野心平記念文学館||クサノ シンペイ キネン ブンガクカン 
（情報源の表示: いわき市立草野心平記念文学館）  
三島海雲記念財団||ミシマ カイウン キネン ザイダン 

 日本語、中国語、韓国・朝鮮語の団体の名称で、法人組織の種類を示す語句が末尾にある

場合は、省略しない。 
柏書房株式会社||カシワ ショボウ カブシキ ガイシャ 
住友軽金属工業株式会社. 研究開発センター||スミトモ ケイキンゾク コウギョ 

ウ カブシキ ガイシャ. ケンキュウ カイハツ センター 
（正式名称: 住友軽金属工業株式会社研究開発センター） 
上海漫歩創造媒広告有限公司 

 その他の外国語の団体の名称で、法人組織の種類を示す語句が冒頭にある場合に、団体で

あることを識別するために必要なときは、倒置して末尾に置く。 
Weser, AG 
（正式名称: AG Weser） 

#8.1.4.1B イニシャルを含む名称の句読点 
 団体の名称の全部または一部がイニシャルで構成される場合は、省略を示すピリオドな

どの記号の記録の有無は、その団体の使用法に従う。判断できない場合は、省略する。 
（参照: #1.11.10 を見よ。） 
#8.1.4.1C 冒頭の冠詞 
 団体の名称の冒頭に冠詞がある場合は、それを省略せずに記録する。 
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（参照: #1.11.8 を見よ。） 
The Waite グループ||The Waite グループ 
The Singapore Yacht Club 

#8.1.4.1C 冒頭の冠詞 別法 
*団体の名称の冒頭に冠詞がある場合は、その冠詞は省略する。 

Singapore Yacht Club 
ただし、タイトルや名称が個人名や地名のような固有名から始まる場合など、その冠詞の

下に検索される場合は、その限りではない*。 
（参照: #1.11.8 別法を見よ。） 

Los Angeles Airways 
#8.1.4.1D 会議、大会、集会等の回次、開催地、開催年 
 会議、大会、集会等の名称はその名称のみを優先名称として記録し、回次、開催地、開催

年は省略する。 
（参照: 会議、大会、集会等の回次については、#8.6 を見よ。） 
#8.1.4.2 下部組織、付属機関 
 団体の下部組織、付属機関は、その名称のみを優先名称として記録する。 

飛鳥資料館||アスカ シリョウカン 
（情報源の表示: 奈良国立文化財研究所飛鳥資料館） 

ただし、その名称が a)～e)のいずれかに該当する場合は、上部組織名のうちの a)～e)に該

当しない最下位のものを記録し、ピリオド、スペースで区切って、下部組織名または付属機

関名を続けて記録する。上部組織名が「…立」の形の場合は、ピリオド、スペースで区切ら

ない。必要に応じて、さらに上部組織名との間に、両者の階層の中間にある組織名のうちの

識別可能な最下位のものを挿入する。 
東京都立中央図書館||トウキョウ トリツ チュウオウ トショカン 
国立国語研究所. 総務課||コクリツ コクゴ ケンキュウジョ. ソウムカ 
（正式名称: 大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立国語研究所総務部総務

課） 
東京都. 建設局. 総務課||トウキョウト. ケンセツキョク. ソウムカ 
（情報源の表示: 東京都建設局総務部総務課） 
東京都. 環境局. 総務課||トウキョウト. カンキョウキョク. ソウムカ 
（正式名称: 東京都環境局総務部総務課） 

該当するか否か明らかでないものは、下部組織、付属機関の名称のみを記録する。 
a) 「局」、「部」、「課」、「係」など組織下の区分を意味する語句（または他の言語

で同様な語句）を含むもの 
財務省. 関税局||ザイムショウ. カンゼイキョク 
（情報源の表示: 財務省関税局） 
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日本山岳会. 東海支部||ニホン サンガクカイ. トウカイ シブ 
（情報源の表示: 日本山岳会東海支部） 
東京都. 河川部||トウキョウト. カセンブ 
（情報源の表示: 東京都建設局河川部） 
石城精神醫学研究所. 附属新田目病院||イシキ セイシン イガク ケンキュウジョ. 

フゾク アラタメ ビョウイン 
（正式名称: 財団法人石城精神醫学研究所附属新田目病院） 
American Library Association. Children's Services Division 

b) 一般的な名称で他の組織の下部組織、付属機関とまぎらわしいもの 
東京都. 衛生研究所||トウキョウト. エイセイ ケンキュウジョ 
（正式名称: 東京都衛生研究所） 
横浜市. 衛生研究所||ヨコハマシ. エイセイ ケンキュウジョ 
（情報源の表示: 横浜市衛生研究所） 
日立製作所. 中央研究所||ヒタチ セイサクジョ. チュウオウ ケンキュウジョ 
（情報源の表示: 株式会社日立製作所中央研究所） 
ヤクルト本社. 中央研究所||ヤクルト ホンシャ. チュウオウ ケンキュウジョ 
（情報源の表示: 株式会社ヤクルト本社中央研究所） 

c) 専門分野を表す語句と、団体の種類を表す語句のみから成るもの 
アシックス. スポーツ工学研究所||アシックス. スポーツ コウガク ケンキュウ 
ジョ 

（正式名称: 株式会社アシックススポーツ工学研究所） 
University of Michigan. Transportation Research Institute 
（名称: Transportation Research Institute） 

d) 単独では団体の名称であることが不明確なもの 
歌舞伎町ルネッサンス推進協議会. 歌舞伎町タウンマネージメント||カブキチョ

ウ ルネッサンス スイシン キョウギカイ. カブキチョウ タウン マネージメン

ト 
（情報源の表示: 歌舞伎町タウンマネージメント） 

e) 上部組織名の全体を含むもの 
  下部組織名、付属機関名としては、上部組織名を除いた部分のみを記録する。 
  多摩美術大学. 美術館||タマ ビジュツ ダイガク. ビジュツカン 
    （多摩美術大学. 多摩美術大学美術館としない。） 

f) 関係団体名 
  ある組織の下部組織、付属機関ではなく、関係団体としてその組織名の全体または一部

を含む場合は、ピリオド、スペースで区切らない。 
    東京大学平賀譲研究会||トウキョウ ダイガク ヒラガ ユズル ケンキュウカイ 
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（東京大学. 平賀譲研究会としない。） 
京大俳句会||キョウダイ ハイクカイ 
（京都大学. 俳句会または京都大学俳句会としない。） 

  含まれる団体が e)と f)のどちらに該当するか判断できない場合は、f)を適用する。 
#8.1.4.3 合同機関 
 複数の団体の代表から成る合同機関は、その名称のみを記録する。 

聖公会ローマカトリック合同委員会||セイコウカイ ローマ カトリック ゴウド

ウ イインカイ 
 ただし、複数の団体が同一の上位組織に属し、かつ合同機関の名称だけでは識別が困難な

場合は、#8.1.4.2 を適用して上部組織の名称を記録し、ピリオド、スペースで区切って、合

同機関の名称を続けて記録する。 
＜#8.1.5～#8.1.7 各種の団体＞ 
#8.1.5 日本の団体 
#8.1.5.1 国の行政機関 
 日本の国の行政機関は、その名称を記録する。 

文部科学省||モンブ カガクショウ 
人事院||ジンジイン 
会計検査院||カイケイ ケンサイン 
林野庁||リンヤチョウ 
東京高等検察庁||トウキョウ コウトウ ケンサツチョウ 

#8.1.5.1A 付属機関・出先機関 
 日本の国の行政機関の付属機関および出先機関は、その名称のみを記録する。 
    国土地理院||コクド チリイン 

法務総合研究所||ホウム ソウゴウ ケンキュウジョ 
農政審議会||ノウセイ シンギカイ 
東京税関||トウキョウ ゼイカン 
札幌管区気象台||サッポロ カンク キショウダイ 

 ただし、その名称に組織下の区分を意味する語句を含むものや、一般的な名称のものなど、

#8.1.4.2a)～e)に該当する場合は、所轄行政機関名の後に、ピリオド、スペースで区切って、

その名称を続けて記録する。 
防衛省. 技術研究本部||ボウエイショウ. ギジュツ ケンキュウ ホンブ 
経済産業省. 近畿経済産業局||ケイザイ サンギョウショウ. キンキ ケイザイ サ

ンギョウキョク 
国土交通省. 九州地方整備局||コクド コウツウショウ. キュウシュウ チホウ セ
イビキョク 

#8.1.5.1B 在外公館 
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 日本の在外公館（大使館、公使館、領事館、その他の常駐機関）は、国名「日本」を記録

し、ピリオド、スペースで区切って、在外公館の名称を続けて記録する。 
大使館または公使館の場合は、その所在国を丸がっこに入れて付加する。 

日本. 大使館 (アメリカ合衆国) ||ニホン. タイシカン (アメリカ ガッシュウコ

ク) 
領事館またはその他の常駐機関の場合は、その所在都市および所在国を丸がっこに入れ

て付加する。 
（参照: 所在都市と所在国をあわせた記録の方法については、#12.1.3.2B、#12.1.3.2B 別法

を見よ。） 
日本. 総領事館 (オーストラリア パース) ||ニホン. ソウリョウジカン (オース

トラリア パース) 
#8.1.5.1C 国際団体・政府間機関への代表団 
 日本から国際団体、政府間機関、国際会議、国際プロジェクト等へ派遣した代表団、委員

会等は、国名「日本」の後に、ピリオド、スペースで区切って、その名称を続けて記録する。

代表団等の名称に含まれる「日本国政府」を意味する語句は省略するが、省略すると誤解を

まねく場合は、この限りではない。 
日本. 欧州共同体代表部||ニホン. オウシュウ キョウドウタイ ダイヒョウブ 
（情報源の表示: 欧州共同体日本政府代表部） 

 代表団、委員会等の名称が判明しない場合は、「代表団」、「使節団」等と記録する。 
 同一の名称の他の代表団、委員会等と判別するために必要な場合は、派遣した国際団体等

の名称を丸がっこに入れて付加する。 
日本. 代表団 (国際連合食糧農業機関. 総会 (第 12 回 : 1963 : ローマ))||ニホン. 

ダイヒョウダン (コクサイ レンゴウ ショクリョウ ノウギョウ キカン. ソウ

カイ (ダイ 12 カイ : 1963 : ローマ)) 
#8.1.5.2 国の立法機関および司法機関 
 日本の国の立法機関および司法機関は、その名称を記録する。 

衆議院||シュウギイン 
東京地方裁判所||トウキョウ チホウ サイバンショ 
最高裁判所||サイコウ サイバンショ 

委員会などを含む下部組織は、機関名の後に、ピリオド、スペースで区切って、その名称

を続けて記録する。 
衆議院. 法制局||シュウギイン. ホウセイキョク 
国立国会図書館. 調査及び立法考査局||コクリツ コッカイ トショカン. チョウ

サ オヨビ リッポウ コウサキョク 
参議院. 図書館運営小委員会||サンギイン. トショカン ウンエイ ショウイイン

カイ 
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（正式名称: 参議院議院運営委員会図書館運営小委員会） 
 日本の国会の特定の会期を示す場合は、「国会」に、回次と会期を丸がっこに入れて付加

する。会期は年、月、日まで記録する。常会、臨時会、特別会の区別は記録しない。必要が

ある場合は、回次、会期の後に、ピリオド、スペースで区切って、衆議院と参議院のいずれ

かを記録する。 
国会 (第 120 回 : 1990 年 12 月 10 日-1991 年 5 月 8 日). 衆議院||コッカイ (ダ
イ 120 カイ : 1990.12.10-1991.5.8). シュウギイン 

 委員会などの国会の特定会期における下部組織は、その後にピリオド、スペースで区切っ

て、その名称を続けて記録する。 
国会 (第 120 回 : 1990 年 12 月 10 日-1991 年 5 月 8 日). 衆議院. 予算委員会||コ
ッカイ (ダイ 120 カイ : 1990.12.10-1991.5.8). シュウギイン. ヨサン イインカ

イ 
#8.1.5.3 政府関係機関等 
 日本の政府関係機関等は、その名称を記録する。 
（参照: 教育・研究組織については、#8.1.5.5A、#8.1.5.5A 別法を見よ。） 

沖縄振興開発金融公庫||オキナワ シンコウ カイハツ キンユウ コウコ 
国際協力銀行||コクサイ キョウリョク ギンコウ 
日本銀行||ニホン ギンコウ 

#8.1.5.4 地方自治体 
 日本の地方自治体（地方自治体に属する機関を含む）は、その名称を記録する。市役所（役

場）等は、市等の名称を記録する。 
（参照: #8.1.3.1Db)を見よ。） 
（参照: 地方自治体の上部組織は場所の名称と同一となるため、あわせて#12 を見よ。） 

 大阪府||オオサカフ 
（大阪府庁としない。） 
八王子市||ハチオウジシ 
（八王子市役所としない。） 
愛知県. 議会||アイチケン. ギカイ 
東京都. 教育委員会||トウキョウト. キョウイク イインカイ 
北海道. 上川支庁||ホッカイドウ. カミカワ シチョウ 

 東京都の特別区および政令指定都市の行政区は、「東京都」または都市名を記録し、続け

て特別区名、行政区名を記録する。 
東京都墨田区||トウキョウト スミダク 
神戸市灘区||コウベシ ナダク 
東京都港区. 議会||トウキョウト ミナトク. ギカイ 

#8.1.5.5 その他の団体 
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 日本のその他の団体は、#8.1.4～#8.1.4.3 および次の規定に従って記録する。 
#8.1.5.5A 教育・研究組織 

a) 大学、学校等 
  大学、学校等は、その名称のみを記録する。 

東北大学||トウホク ダイガク 
北海道情報大学||ホッカイドウ ジョウホウ ダイガク 
柏陽高等学校||ハクヨウ コウトウ ガッコウ 
（神奈川県立柏陽高等学校としない。） 

ただし、その名称のみで識別が困難な場合は、上部組織名の後に、ピリオド、スペース

で区切って、その名称を続けて記録する。 
宮城県. 第二女子高等学校||ミヤギケン. ダイニ ジョシ コウトウ ガッコウ 
成田高等学校. 附属小学校||ナリタ コウトウ ガッコウ. フゾク ショウガッコウ 

b) 大学の学部等 
  大学の学部等は、大学名の後に、ピリオド、スペースで区切って、その名称を続けて記

録する。 
（参照: #8.1.4.2 を見よ。） 

京都大学. 文学部||キョウト ダイガク. ブンガクブ 
東京大学. 土木工学科||トウキョウ ダイガク. ドボク コウガクカ 
（情報源の表示: 東京大学工学部土木工学科） 
東北大学大学院. 環境適応生物工学研究室||トウホク ダイガク ダイガクイン.  

カンキョウ テキオウ セイブツ コウガク ケンキュウシツ 
（正式名称: 東北大学大学院農学研究科環境適応生物工学研究室） 

c) 大学に付属または付置する機関 
  大学に付属または付置する学校、図書館、博物館、美術館、研究所、試験所（場）、病

院等は、その名称のみを記録する。 
久留米中学校||クルメ チュウガッコウ 
（情報源の表示: 福岡教育大学附属久留米中学校） 
多摩永山病院||タマ ナガヤマ ビョウイン 
（正式名称: 日本医科大学多摩永山病院） 
大津臨湖実験所||オオツ リンコ ジッケンジョ 
（情報源の表示: 京都大学理学部附属大津臨湖実験所） 
會津八一記念博物館||アイズ ヤイチ キネン ハクブツカン 
（情報源の表示: 早稲田大学會津八一記念博物館） 

ただし、その名称のみで識別が困難な場合は、大学名の後に、ピリオド、スペースで

区切って続けて記録する。 
（参照: #8.1.4.2 を見よ。） 
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東京芸術大学. 大学美術館||トウキョウ ゲイジュツ ダイガク. ダイガク ビジュ

ツカン 
（情報源の表示: 東京芸術大学大学美術館） 
慶應義塾大学. 産業研究所||ケイオウ ギジュク ダイガク. サンギョウ ケンキュ

ウジョ 
（情報源の表示: 慶應義塾大学産業研究所） 
東京学芸大学. 附属国際中等教育学校||トウキョウ ガクゲイ ダイガク. フゾク

コクサイ チュウトウ キョウイク ガッコウ 
（情報源の表示: 東京学芸大学附属国際中等教育学校） 
日本大学. 情報科学研究所||ニホン ダイガク. ジョウホウ カガク ケンキュウジ

ョ 
（情報源の表示: 日本大学文理学部情報科学研究所） 
早稲田大学. 演劇博物館||ワセダ ダイガク. エンゲキ ハクブツカン 
（情報源の表示: 早稲田大学坪内博士記念演劇博物館） 

d) 大学共同利用機関 
  大学共同利用機関は、その名称のみを記録する。また、大学共同利用機関の研究施設も、

その名称のみを記録する。 
高エネルギー加速器研究機構||コウエネルギー カソクキ ケンキュウ キコウ 
国立情報学研究所||コクリツ ジョウホウガク ケンキュウジョ 
（正式名称: 情報・システム研究機構国立情報学研究所） 

e) 大学、学校等以外の教育・研究組織 
  大学、学校等以外の教育・研究組織は、独立した名称の組織の場合は、その名称のみを

記録する。他の団体の下部組織、付属機関、合同機関である場合は、#8.1.4.2、#8.1.4.3 に

従って、その名称を記録する。 
福島県立図書館||フクシマ ケンリツ トショカン 
高山市. 図書館||タカヤマシ. トショカン 
愛知県. 衛生研究所||アイチケン. エイセイ ケンキュウジョ 
（愛知県の下部組織） 
西宮市. 教育文化センター||ニシノミヤシ. キョウイク ブンカ センター 
（西宮市の下部組織） 
鳥取県人権文化センター||トットリケン ジンケン ブンカ センター 
（鳥取県の下部組織ではなく、公益社団法人） 
松濤美術館||ショウトウ ビジュツカン 
（正式名称: 東京都渋谷区立松濤美術館。独立した名称の組織） 
奈良国立博物館||ナラ コクリツ ハクブツカン 
（正式名称: 独立行政法人国立文化財機構奈良国立博物館） 
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#8.1.5.5A 教育・研究組織 別法 
a) 大学、学校等 

  *大学、学校等は、その名称を記録する。 
東北大学||トウホク ダイガク 
北海道情報大学||ホッカイドウ ジョウホウ ダイガク 

必要に応じて、上部組織名とともに記録する。その場合は、上部組織名の後に、ピリオ

ド、スペースで区切って、大学、学校等の名称を記録する。上部組織名が「…立」の形の

場合は、ピリオド、スペースで区切らない*。 
 （参照: #8.1.4.2 を見よ。） 

神奈川県立柏陽高等学校||カナガワ ケンリツ ハクヨウ コウトウ ガッコウ 
宮城県. 第二女子高等学校||ミヤギケン. ダイニ ジョシ コウトウ ガッコウ 
成田高等学校. 附属小学校||ナリタ コウトウ ガッコウ. フゾク ショウガッコウ 

b) 大学の学部等 
  大学の学部等は、大学名の後に、ピリオド、スペースで区切って、その名称を続けて記

録する。 
（参照: #8.1.4.2 を見よ。） 

京都大学. 文学部||キョウト ダイガク. ブンガクブ 
東京大学. 土木工学科||トウキョウ ダイガク. ドボク コウガクカ 
（情報源の表示: 東京大学工学部土木工学科） 
東北大学大学院. 環境適応生物工学研究室||トウホク ダイガク ダイガクイン.  

カンキョウ テキオウ セイブツ コウガク ケンキュウシツ 
（正式名称: 東北大学大学院農学研究科環境適応生物工学研究室） 

c) 大学に付属または付置する機関 
  *大学に付属または付置する学校、図書館、博物館、美術館、研究所、試験所（場）、

病院等は、大学名、学部名等とともに記録する。大学名、学部名等の後に、ピリオド、ス

ペースで区切って、付属または付置する機関の名称を記録する*。 
（参照: #8.1.4.2 を見よ。） 

福岡教育大学. 附属久留米中学校||フクオカ キョウイク ダイガク. フゾク クル

メ チュウガッコウ 
（情報源の表示: 福岡教育大学附属久留米中学校） 
日本医科大学. 多摩永山病院||ニホン イカ ダイガク. タマ ナガヤマ ビョウイ

ン 
（正式名称: 日本医科大学多摩永山病院） 
京都大学. 理学部. 附属大津臨湖実験所||キョウト ダイガク. リガクブ. フゾク

オオツ リンコ ジッケンジョ 
（情報源の表示: 京都大学理学部附属大津臨湖実験所） 
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早稲田大学. 會津八一記念博物館||ワセダ ダイガク. アイズ ヤイチ キネン ハ
クブツカン 

（情報源の表示: 早稲田大学會津八一記念博物館） 
東京芸術大学. 大学美術館||トウキョウ ゲイジュツ ダイガク. ダイガク ビジュ

ツカン 
（情報源の表示: 東京芸術大学大学美術館） 
慶應義塾大学. 産業研究所||ケイオウ ギジュク ダイガク. サンギョウ ケンキュ

ウジョ 
（情報源の表示: 慶應義塾大学産業研究所） 
東京学芸大学. 附属国際中等教育学校||トウキョウ ガクゲイ ダイガク. フゾク

コクサイ チュウトウ キョウイク ガッコウ 
（情報源の表示: 東京学芸大学附属国際中等教育学校） 
日本大学. 情報科学研究所||ニホン ダイガク. ジョウホウ カガク ケンキュウジ

ョ 
（情報源の表示: 日本大学文理学部情報科学研究所） 
早稲田大学. 演劇博物館||ワセダ ダイガク. エンゲキ ハクブツカン 
（情報源の表示: 早稲田大学坪内博士記念演劇博物館） 

d) 大学共同利用機関 
  大学共同利用機関は、その名称のみを記録する。また、大学共同利用機関の研究施設も、

その名称のみを記録する。 
高エネルギー加速器研究機構||コウエネルギー カソクキ ケンキュウ キコウ 
国立情報学研究所||コクリツ ジョウホウガク ケンキュウジョ 
（正式名称: 情報・システム研究機構国立情報学研究所） 

e) 大学、学校等以外の教育・研究組織 
  *大学、学校等以外の教育・研究組織は、独立した名称の組織の場合は、その名称を記

録する。必要に応じて、上部組織名とともに記録する。その場合は、上部組織名の後に、

ピリオド、スペースで区切って、その教育・研究組織の名称を記録する。上部組織名が「…

立」の形の場合は、ピリオド、スペースで区切らない*。他の団体の下部組織、付属機関、

合同機関である場合は、#8.1.4.2、#8.1.4.3 に従って、その名称を記録する。 
福島県立図書館||フクシマ ケンリツ トショカン 
高山市. 図書館||タカヤマシ. トショカン 
愛知県. 衛生研究所||アイチケン. エイセイ ケンキュウジョ 
（愛知県の下部組織） 
西宮市. 教育文化センター||ニシノミヤシ. キョウイク ブンカ センター 
（西宮市の下部組織） 
鳥取県人権文化センター||トットリケン ジンケン ブンカ センター 
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（鳥取県の下部組織ではなく、公益社団法人） 
東京都渋谷区立松濤美術館||トウキョウト シブヤ クリツ ショウトウ ビジュツ

カン 
（正式名称: 東京都渋谷区立松濤美術館。独立した名称の組織を上部組織名とと

もに記録した例） 
奈良国立博物館||ナラ コクリツ ハクブツカン 
（正式名称: 独立行政法人国立文化財機構奈良国立博物館） 

#8.1.6 外国の団体 
#8.1.6.1 国の機関 
 外国の国の機関は、国名の後に、ピリオド、スペースで区切って、その名称を続けて記録

する。 
（参照: 国名については、#12.1 を見よ。） 

Singapore. Ministry of Commerce and Industry 
United States. Congress (109th, 2nd session : 2006). House 
中華人民共和国. 国家知識産権局||チュウカ ジンミン キョウワコク. コッカ チ
シキ サンケンキョク 

中華人民共和国. 全国人民代表大会. 常務委員会||チュウカ ジンミン キョウワ 
コク. ゼンコク ジンミン ダイヒョウ タイカイ. ジョウム イインカイ 
대한 민국. 해양 수산부 

대한 민국. 헌법 재판소 

대한 민국. 국회. 운영 위원회 

イギリス. 運輸省||イギリス. ウンユショウ 
ドイツ連邦共和国. 憲法裁判所||ドイツ レンポウ キョウワコク. ケンポウ サイ

バンショ 
アメリカ合衆国. 議会. 経済報告合同委員会||アメリカ ガッシュウコク. ギカイ.

ケイザイ ホウコク ゴウドウ イインカイ 
 国家元首、行政主体の統治者、政府機関の代表等の官職による優先名称は採用せず、#6 に

従って、個人の名称として扱う。 
#8.1.6.1A 在外公館 
 一国を代表する在外公館（大使館、領事館、公使館、その他の常駐機関）は、国名の後に、

ピリオド、スペースで区切って、大使館等の名称を続けて記録する。 
大使館または公使館の場合は、その所在国を丸がっこに入れて付加する。 
領事館またはその他の常駐機関の場合は、その所在都市および所在国を丸がっこに入れ

て付加する。 
（参照: 所在都市と所在国をあわせた記録の方法については、#12.1.3.2B、#12.1.3.2B 別法

を見よ。） 
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在外公館の名称から国名は省略する。 
Australia. Embassy (Indonesia) 
オーストラリア. 大使館 (インドネシア) ||オーストラリア. タイシカン (インド

ネシア) 
#8.1.6.1B 国際団体・政府間機関への代表団 
 一国から国際団体、政府間機関、国際会議、国際プロジェクト等へ派遣した代表団、委員

会等は、国名の後に、ピリオド、スペースで区切って、その名称を続けて記録する。代表団、

委員会等の名称からは名詞形の国名（政府名またはその略称）は省略するが、省略によって

誤解をまねく場合はその限りではない。 
 代表団、委員会等の名称が判明しない場合は、「Delegation」、「Mission」または「代表団」、

「使節団」等と記録する。 
 同一の名称の他の代表団、委員会等と判別するために必要な場合は、派遣した国際団体等

の名称を付加する。このとき、付加する国際団体等の名称は、その団体の優先名称の言語お

よび形で記録する。 
Canada. Delegation to the General Assembly of the United Nations 

#8.1.6.2 地方政府・自治体 
 外国の地方政府・自治体（地方政府・自治体に属する機関を含む）は、該当する市町村名

や上位の地方政府・自治体名を、#12 に従って記録する。 
（参照: 優先名称における行政区分を表す語の扱いについては、#12.1.3.1C を見よ。行政

区分を表す語を識別要素として扱う場合は、#8.7.2 を見よ。） 
 地方政府・自治体の下部組織については、#8.1.4.2 に従って記録する。 

Ohio 
福建省||フッケンショウ 
군포시  
ヴァージニア州||ヴァージニアシュウ 
カルガリー (カナダ) 
ニューヨーク 
ニューヨーク州||ニューヨークシュウ 
ニューヨーク州. 最高裁判所||ニューヨークシュウ. サイコウ サイバンショ 
カリフォルニア州. 水質汚濁防止庁||カリフォルニアシュウ. スイシツ オダク 
ボウシチョウ 

#8.1.6.3 その他の団体 
外国のその他の団体は、#8.1.4～#8.1.4.3 および次の規定に従って記録する。 

#8.1.6.3A 教育・研究組織 
a) 大学、学校等 

  大学、学校等は、その名称のみを記録する。 
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University of Florida 
哈爾濱工業大學 
한성 대학교 

ミシガン大学||ミシガン ダイガク 
b) 大学の学部等 

  大学の学部等は、大学名の後に、ピリオド、スペースで区切って、その名称を続けて記

録する。 
（参照: #8.1.4.2 を見よ。） 

University of Chicago. Department of Art History 
北京大学. 法学院||ペキン ダイガク. ホウガクイン 
이화 여자 대학교. 사범 대학 

ハーバード大学. 医学部||ハーバード ダイガク. イガクブ 
c) 大学に付属または付置する機関 

  大学に付属または付置する学校、図書館、博物館、美術館、研究所、試験所（場）、病

院等は、その名称のみを記録する。ただし、その名称のみでは識別が困難な場合は、大学

名の後に、ピリオド、スペースで区切って、その名称を続けて記録する。 
（参照: #8.1.4.2 を見よ。） 

Lee Kong Chian Natural History Museum  
（ National University of Singapore. Faculty of Science. Lee Kong Chian 

Natural History Museum としない。） 
上海财经大学. 公共政策研究中心 
경기 대학교. 박물관 

トーマス・コラム研究所||トーマス ・ コラム ケンキュウジョ 
（情報源の表示: ロンドン大学教育学部トーマス・コラム研究所） 

d) 大学、学校等以外の教育・研究組織 
  大学、学校等以外の教育・研究組織は、独立した名称の組織の場合は、その名称のみを

記録する。他の団体の下部組織、付属機関、合同機関である場合は、#8.1.4.2、#8.1.4.3 に

従って、その名称を記録する。 
雲南省. 博物館||ウンナンショウ. ハクブツカン 
부산 광역 시립. 시민 도서관 

メトロポリタン美術館||メトロポリタン ビジュツカン 
#8.1.7 国際団体 
 国際的に組織された連盟、学会、協会等に、複数の言語による名称がある場合は、優先名

称として選択した名称のみを記録する。 
（参照: 優先名称の選択については、#8.1.3.1A、#8.1.3.1A 別法を見よ。） 
 下部組織、付属機関である場合は、#8.1.4.2 に従って記録する。 
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国際団体の優先名称に慣用形を選択した場合は、その名称のみを記録する。 
（参照: 慣用形の選択については、#8.1.3.1Da)を見よ。） 

国際連合||コクサイ レンゴウ 
国際決済銀行||コクサイ ケッサイ ギンコウ 
経済協力開発機構||ケイザイ キョウリョク カイハツ キコウ 
世界労働組合連盟||セカイ ロウドウ クミアイ レンメイ 
United Nations 
International Monetary Fund 

#8.2 団体の異形名称 
 団体の異形名称は、団体の名称のエレメント・サブタイプである。 
#8.2.1 記録の範囲 
 団体の優先名称として選択しなかった名称を、異形名称として記録することができる。ま

た、優先名称として選択した名称の異なる形も、異形名称として記録することができる。 
#8.2.2 情報源 
 団体の異形名称の情報源には、団体と結びつく資料および（または）参考資料を採用する。 
（参照: #8.0.2 を見よ。） 
#8.2.3 記録の方法 
 団体の異形名称は、#8.0.3 および次の規定に従って記録する。その読みを記録する場合

は、#8.1.4A～#8.1.4C を適用して記録する。 
（参照: #1.11～#1.12.3 を見よ。） 
#8.2.3A 異なる言語の名称 
 団体の名称に複数の言語による形がある場合は、優先名称として選択しなかった言語の

名称を、異形名称として記録する。 
Food and Agriculture Organization of the United Nations 
（優先名称: 国際連合食糧農業機関||コクサイ レンゴウ ショクリョウ ノウギ

ョウ キカン） 
国際連合||コクサイ レンゴウ 
（優先名称: United Nations） 

#8.2.3B 異なる形 
 団体の優先名称として選択した名称と異なる形を記録する。次のような場合がある。 

a) 詳細度が異なる形 
 ① 展開形 

冬生活総合研究所||フユ セイカツ ソウゴウ ケンキュウジョ 
（優先名称: 冬総研||フユソウケン） 
Community for Innovation of Education through Computers 
（優先名称: CIEC） 
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  ② 略称形 
経団連||ケイダンレン 
（優先名称: 経済団体連合会||ケイザイ ダンタイ レンゴウカイ） 
NATO 
（優先名称: North Atlantic Treaty Organization） 

b) 文字種が異なる形 
ゆめ俳句会||ユメ ハイクカイ 
（優先名称: 夢俳句会||ユメ ハイクカイ） 

c) 数の表記が異なる形 
101 会||イチマルイチカイ 
（優先名称: 一〇一会||イチマルイチカイ） 
3 Owls Bird Sanctuary 
（優先名称: Three Owls Bird Sanctuary） 

d) 綴り、翻字、漢字の字体が異なる形 
国学院大学||コクガクイン ダイガク 
（優先名称: 國學院大學||コクガクイン ダイガク） 
Vserossiĭskiĭ institut agrarnykh problem i informatiki 
（優先名称: Всероссийский институт аграрных проблем и информатики） 
Organization of African Trade Union Unity 
（優先名称: Organisation of African Trade Union Unity） 

e) 読みのみ異なる形 
 雲母書房||ウンモ ショボウ 
 （優先名称: 雲母書房||キララ ショボウ） 

f) 優先名称に含まない上部組織名、中間組織名、関係団体名をも含む形 
日本. 財務省. 関税局||ニホン. ザイムショウ. カンゼイキョク 
（優先名称: 財務省. 関税局||ザイムショウ. カンゼイキョク） 
東京都. 建設局. 河川部||トウキョウト. ケンセツキョク. カセンブ 
（優先名称: 東京都. 河川部||トウキョウト. カセンブ） 
福岡教育大学. 附属久留米中学校||フクオカ キョウイク ダイガク. フゾク クル

メ チュウガッコウ 
（優先名称: 久留米中学校||クルメ チュウガッコウ） 
早稲田大学. 會津八一記念博物館||ワセダ ダイガク. アイズ ヤイチ キネン ハ
クブツカン 

（優先名称: 會津八一記念博物館||アイズ ヤイチ キネン ハクブツカン） 
g) その他 

阪神・淡路大震災記念人と防災未来センター||ハンシン アワジ ダイシンサイ キ
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ネン ヒト ト ボウサイ ミライ センター 
（優先名称: 人と防災未来センター||ヒト ト ボウサイ ミライ センター） 
海洋政策研究財団||カイヨウ セイサク ケンキュウ ザイダン 
（優先名称: シップアンドオーシャン財団||シップ アンド オーシャン ザイダ

ン） 
＜#8.3～#8.7 名称以外の識別要素＞ 
#8.3 団体と結びつく場所 
 団体と結びつく場所は、エレメントである。 
団体と結びつく場所は、会議、大会、集会等では、コア・エレメントである。その他の団

体では、同一名称の他の団体と判別するために必要な場合は、コア・エレメントである。 
#8.3.1 記録の範囲 
 団体と結びつく場所には、会議、大会、集会等の開催地や団体の本部所在地（または団体

の活動地）などがある。 
 団体と結びつく場所は、その団体に対する統制形アクセス・ポイントの一部として、また

は独立したエレメントとして、あるいはその双方として記録する。 
（参照: 典拠形アクセス・ポイントの一部となる場合は、#28.1.2、#28.1.2 任意追加を見

よ。） 
#8.3.1.1 エレメント・サブタイプ 
団体と結びつく場所には、次のエレメント・サブタイプがある。 
a) 会議、大会、集会等の開催地（参照: #8.3.3.1 を見よ。） 
b) 団体と結びつくその他の場所（参照: #8.3.3.2 を見よ。） 

#8.3.2 情報源 
 団体と結びつく場所は、どの情報源に基づいて記録してもよい。 
（参照: #8.0.2 を見よ。） 
#8.3.3 記録の方法 
 団体と結びつく場所は、#12 に従って記録する。 
#8.3.3.1 会議、大会、集会等の開催地 
会議、大会、集会等の開催地は、団体と結びつく場所のエレメント・サブタイプである。 
会議、大会、集会等の開催地は、コア・エレメントである。 
会議、大会、集会等が開催された地名を記録する。 

長野県 
（優先名称: オリンピック冬季競技大会||オリンピック トウキ キョウギ タイ

カイ） 
Washington D.C. 
（優先名称: National Conference on Scientific and Technical Data） 

ただし、開催地よりも関係団体の名称を記録する方が識別に役立つ場合、または開催地が
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不明であるか容易に確認できない場合は、開催地に代えて関係団体の名称を記録する。 
（参照: #8.4 を見よ。） 
オンラインで開催された会議は、「オンライン」または「Online」と記録する。 

（参照: 典拠形アクセス・ポイントの一部となる場合は、#28.1.7 を見よ。） 
#8.3.3.1.1 複数の開催地 
 会議、大会、集会等が複数の場所で開催された場合は、すべての開催地の名称を記録する。

開催地の代わりに関係団体を記録する場合も、すべての開催団体の名称を記録する。 
    東京都; 神奈川県; 埼玉県; 千葉県; 長野県 

（優先名称: オリンピック夏季競技大会||オリンピック カキ キョウギ タイカ

イ） 
#8.3.3.1.1 複数の開催地 別法 
 *会議、大会、集会等が複数の場所で開催された場合は、主な開催地の名称または開催地

の上位の場所の名称を記録する。開催地の代わりに関係団体を記録する場合は、主な団体の

名称を記録する*。 
    東京都 

（優先名称: オリンピック夏季競技大会||オリンピック カキ キョウギ タイカ

イ） 
（主な開催地の名称の例） 
日本; 韓国 
（優先名称: ワールドカップ||ワールド カップ） 
（開催地の上位の場所の名称の例） 

#8.3.3.2 団体と結びつくその他の場所 
 団体と結びつくその他の場所は、団体と結びつく場所のエレメント・サブタイプである。 
 団体と結びつくその他の場所は、同一名称の他の団体と判別するために必要な場合は、コ

ア・エレメントである。 
団体と関係する場所やその本部所在地について、国、地方政府・自治体の名称、またはそ

れらの行政区分より下位の地名から、適切なものを記録する。 
   東京都中野区 

（優先名称: クレア） 
東京都千代田区 
（優先名称: クレア） 

 団体の存続期間中に地名が変化した場合は、存続期間中の最も新しい地名を記録する。 
#8.3.3.2 団体と結びつくその他の場所 任意追加 
 団体の存続期間中に地名が変化した場合に、識別に重要なときは、変化前の地名を記録す

る。 
#8.4 関係団体 
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関係団体は、エレメントである。 
関係団体は、会議、大会、集会等の開催地より識別に役立つ場合、または開催地が不明ま

たは容易に確認できない場合は、コア・エレメントである。団体の本部所在地等より識別に

役立つ場合、または本部所在地等が不明または容易に確認できない場合は、同一名称の他の

団体と判別するために必要であれば、コア・エレメントである。 
#8.4.1 記録の範囲 
関係団体は、その団体に密接な関連がある他の団体である。 

 関係団体は、その団体に対する統制形アクセス・ポイントの一部として、または独立した

エレメントとして、あるいはその双方として記録する。 
（参照: 典拠形アクセス・ポイントの一部となる場合は、#28.1.3、#28.1.3 任意追加を見

よ。） 
#8.4.2 情報源 
 関係団体は、どの情報源に基づいて記録してもよい。 
（参照: #8.0.2 を見よ。） 
#8.4.3 記録の方法 
 関係団体は、それ自体の優先名称または優先名称として選択すべき形の名称を記録する。 

東京学芸大学 
（「社会科教育研究会||シャカイカ キョウイク ケンキュウカイ」（優先名称）の

関係団体の優先名称） 
東京教育大学. 附属小学校 
（「社会科教育研究会||シャカイカ キョウイク ケンキュウカイ」（優先名称）の

関係団体の優先名称） 
#8.5 団体と結びつく日付 
団体と結びつく日付は、エレメントである。 
団体と結びつく日付のうち、会議、大会、集会等の開催年は、コア・エレメントである。

設立年および（または）廃止年は、同一名称の他の団体と判別するために必要な場合は、コ

ア・エレメントである。設立年および廃止年がともに不明であれば、団体の活動期間は、同

一名称の他の団体と判別するために必要な場合は、コア・エレメントである。 
#8.5.1 記録の範囲 
団体と結びつく日付には、設立年、廃止年、活動期間、会議、大会、集会等の開催年があ

る。 
団体と結びつく日付は、その団体に対する統制形アクセス・ポイントの一部として、また

は独立したエレメントとして、あるいはその双方として記録する。 
（参照: 典拠形アクセス・ポイントの一部となる場合は、#28.1.4、#28.1.4 任意追加を見

よ。） 
#8.5.1.1 エレメント・サブタイプ 
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団体と結びつく日付には、次のエレメント・サブタイプがある。 
a) 設立年（参照: #8.5.3.1 を見よ。） 
b) 廃止年（参照: #8.5.3.2 を見よ。） 
c) 団体の活動期間（参照: #8.5.3.3 を見よ。） 
d) 会議、大会、集会等の開催年（参照: #8.5.3.4 を見よ。） 

#8.5.2 情報源 
団体と結びつく日付は、どの情報源に基づいて記録してもよい。 

（参照: #8.0.2 を見よ。） 
#8.5.3 記録の方法 
 団体と結びつく日付は、原則としてその西暦年をアラビア数字で記録する。 

推定年の場合は、「?」を付加して記録する。推定年では、2 年間のいずれか不明な場合に

二つの年を「または」または「or」で続けて記録することも、おおよその年のみが判明して

いる場合に「頃」または「approximately」を付して記録することもできる。 
#8.5.3.1 設立年 
 設立年は、団体と結びつく日付のエレメント・サブタイプである。 
 設立年は、同一名称の他の団体と判別するために必要な場合は、コア・エレメントである。 

団体が設立された年を記録する。 
 複数の政府が（例えば、占領、内乱などによって）同一地域の主権を主張している場合は、

それぞれの政府の設立年を記録する。 
1868 
2003? 
1700 年頃 
approximately 1700 

#8.5.3.2 廃止年 
 廃止年は、団体と結びつく日付のエレメント・サブタイプである。 
 廃止年は、同一名称の他の団体と判別するために必要な場合は、コア・エレメントである。 

団体が廃止された年または活動を終了した年を記録する。 
 複数の政府が（例えば、占領、内乱などによって）同一地域の主権を主張している場合は、

それぞれの政府の廃止年を記録する。 
 1998 

2008 または 2009 
2008 or 2009 

#8.5.3.3 団体の活動期間 
 団体の活動期間は、団体と結びつく日付のエレメント・サブタイプである。 
 団体の活動期間は、同一名称の他の団体と判別するために必要な場合は、コア・エレメン

トである。 



『日本目録規則 2018 年版』第 8 章 

 30 / 37 
 

団体の活動が判明している期間を記録する。 
 活動していることが判明している最古年と最新年を、ハイフンで結んで記録する。活動期

間を年で示せない場合は、その団体が活動していた世紀を記録する。 
19 世紀 
19th century 

 1998-2014 
16 世紀-17 世紀 
16th century-17th century 

#8.5.3.4 会議、大会、集会等の開催年 
会議、大会、集会等の開催年は、団体と結びつく日付のエレメント・サブタイプである。 
会議、大会、集会等の開催年は、コア・エレメントである。 
会議、大会、集会等の開催された西暦年をアラビア数字で記録する。開催期間が 2 年以上

にわたる場合は、ハイフンで結んで記録する。日本の会議、大会、集会等の場合は、必要に

応じて「年度」または「FY」として記録することができる。 
1998 
（優先名称: オリンピック冬季競技大会||オリンピック トウキ キョウギ タイ

カイ） 
2000 
（優先名称: National Conference on Scientific and Technical Data） 
2011-2012 
（優先名称: Europalia） 

同年に同一名称で開催された複数の会議、大会、集会等を判別する必要がある場合は、特

定の日付を記録する。日付は年、月、日の順に、月を示す語を英語等とする場合は、間をス

ペースで区切って、アラビア数字のみの場合はピリオド、スペースで区切って続けて記録す

る。 
（参照: 典拠形アクセス・ポイントの一部となる場合は、#28.1.7 を見よ。） 

2017. 4. 14 
（優先名称: 全国知事会議） 
2016 October 20 
（優先名称: Policy Dialogue Forum) 

#8.6 会議、大会、集会等の回次 
 会議、大会、集会等の回次は、エレメントである。 
会議、大会、集会等の回次は、コア・エレメントである。 

#8.6.1 記録の範囲 
 会議、大会、集会等の回次は、一連の会議、大会、集会等の番号付けである。 
（参照: #8.1.3.1E、#8.1.4.1D を見よ。） 
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 会議、大会、集会等の回次は、その団体に対する統制形アクセス・ポイントの一部として、

または独立したエレメントとして、あるいはその双方として記録する。 
（参照: 典拠形アクセス・ポイントの一部となる場合は、#28.1.7 を見よ。） 
#8.6.2 情報源 
会議、大会、集会等の回次は、どの情報源に基づいて記録してもよい。 

（参照: #8.0.2 を見よ。） 
#8.6.3 記録の方法 
 データ作成機関で定める言語における標準的な序数を示す形式で記録する。日本語で記

録する場合は、「第」を省略せず、数はアラビア数字で記録する。 
第 18 回 
（優先名称: オリンピック冬季競技大会||オリンピック トウキ キョウギ タイ

カイ） 
2nd 
（優先名称: National Conference on Scientific and Technical Data） 
第 3 期 
（優先名称: 日韓文化交流会議||ニッカン ブンカ コウリュウ カイギ） 

#8.7 その他の識別要素 
 その他の識別要素は、エレメントである。 
その他の識別要素は、団体の名称であることが不明確な優先名称である場合は、コア・エ

レメントである。その他の場合は、同一名称の他の団体と判別するために必要なときに、コ

ア・エレメントである。 
#8.7.0 通則 
#8.7.0.1 記録の範囲・情報源 
#8.7.0.1.1 記録の範囲 
 その他の識別要素は、#8.3～#8.6 で規定した要素以外の団体の名称と結びつく情報であ

る。 
#8.7.0.1.1.1 エレメント・サブタイプ 
 その他の識別要素には、次のエレメント・サブタイプがある。 

a) 団体の種類（参照: #8.7.1 を見よ。） 
b) 行政区分を表す語（参照: #8.7.2 を見よ。） 
c) その他の識別語句（参照: #8.7.3 を見よ。） 

#8.7.0.1.2 情報源 
 その他の識別要素は、どの情報源に基づいて記録してもよい。 

（参照: #8.0.2 を見よ。） 
#8.7.0.2 記録の方法 
 #8.7.1.2～#8.7.3.2 に従って記録する。 
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#8.7.1 団体の種類 
団体の種類は、その他の識別要素のエレメント・サブタイプである。 
団体の種類は、団体の名称であることが不明確な優先名称である場合は、コア・エレメン

トである。その他の場合は、同一名称の他の団体と判別するために必要なときに、コア・エ

レメントである。 
#8.7.1.1 記録の範囲 
団体の種類には、団体であることを示す総称的な語句、または団体の種類を具体的に示す

語句がある。団体の種類は、その団体に対する統制形アクセス・ポイントの一部として、ま

たは独立したエレメントとして、あるいはその双方として記録する。 
（参照: 典拠形アクセス・ポイントの一部となる場合は、#28.1.1 を見よ。） 
#8.7.1.2 記録の方法 
団体の種類は、データ作成機関で定める言語で適切な語句を記録する。データ作成機関で

定める言語に適切な語句がないか判断できない場合は、その団体が公式に使用する言語で

記録する。 
団体 
会社 
教会 
ラジオ局 
Organization 
Firm 
Church 
Radio Station 

#8.7.2 行政区分を表す語 
行政区分を表す語は、その他の識別要素のエレメント・サブタイプである。 
行政区分を表す語は、同一名称の他の団体と判別するために必要な場合は、コア・エレメ

ントである。 
#8.7.2.1 記録の範囲 
行政区分を表す語は、市町村名やそれより上位の地方政府・自治体名に含まれる行政区分

を表す語（「State」、「City」など）である。 
優先名称に行政区分を表す語を含まない場合は、識別要素として用いる（例えば、州の優

先名称「New York」における識別要素としての行政区分を表す語「State」）。 
優先名称に行政区分を表す語を含む場合は、識別要素としては扱わない（例えば、市の優

先名称「富山市」にはすでに行政区分を表す語「市」が含まれている）。 
（参照: #8.1.6.2 を見よ。） 
 行政区分を表す語は、その団体に対する統制形アクセス・ポイントの一部として、または

独立したエレメントとして、あるいはその双方として記録する。 
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（参照: 典拠形アクセス・ポイントの一部となる場合は、#28.1.5 を見よ。） 
#8.7.2.2 記録の方法 
行政区分を表す語は、データ作成機関で定める言語で記録する。データ作成機関で定める

言語に適切な語句がないか判断できない場合は、その団体が公式に使用する言語で記録す

る。 
 City 

County 
 Province 
 State 
#8.7.3 その他の識別語句 
 その他の識別語句は、その他の識別要素のエレメント・サブタイプである。 

その他の識別語句は、団体の名称であることが不明確な優先名称である場合に、団体の種

類を記録しないときは、コア・エレメントである。その他の場合は、同一名称の他の団体と

判別するために必要なときに、コア・エレメントである。 
#8.7.3.1 記録の範囲 
 その他の識別語句は、団体と結びつく場所（参照: #8.3 を見よ。）、関係団体（参照: #8.4
を見よ。）、団体と結びつく日付（参照: #8.5 を見よ。）、団体の種類（参照: #8.7.1 を見

よ。）、行政区分を表す語（参照: #8.7.2 を見よ。）では、同一名称の他の団体と判別する

ために不十分な場合に用いる情報である。その他の識別語句には、複数の政府が（例えば、

占領、内乱などによって）同一地域の主権を主張している場合の政府のタイプを示す語句、

その他の情報を示す語句をも含む。 
その他の識別語句は、その団体に対する統制形アクセス・ポイントの一部として、または

独立したエレメントとして、あるいはその双方として記録する。 
（参照: 典拠形アクセス・ポイントの一部となる場合は、#28.1.6 を見よ。） 
#8.7.3.2 記録の方法 
 その他の識別語句は、データ作成機関で定める言語で適切な語句を記録する。 
 Territory under British Military Administration 

（優先名称: Malaya。団体と結びつく日付: 1945-1946） 
 サッカー 

（優先名称: ワールドカップ||ワールド カップ） 
 クリケット 

（優先名称: ワールドカップ||ワールド カップ） 
 団体の優先名称からそれが団体の名称であることが不明確であり、かつ団体の種類を記

録しない場合は、適切な語句を記録する。 
＜#8.8～#8.16 説明・管理要素＞ 
#8.8 団体の言語 
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 団体の言語は、エレメントである。 
#8.8.1 記録の範囲 
 団体の言語は、団体がコミュニケーションに使用する言語である。 
 団体の言語は、独立したエレメントとして記録し、その団体に対する統制形アクセス・ポ

イントの一部としては記録しない。 
#8.8.2 情報源 
 団体の言語は、どの情報源に基づいて記録してもよい。 

（参照: #8.0.2 を見よ。） 
#8.8.3 記録の方法 
団体がコミュニケーションに使用する言語を、データ作成機関で定める用語で記録する。

言語の名称の適切なリストが利用可能ならば、そのリストから選択する。 
#8.9 アドレス 
 アドレスは、エレメントである。 
#8.9.1 記録の範囲 
 アドレスは、団体の本部所在地または所在地の住所および（または）電子メールまたはイ

ンターネットのアドレスである。 
 アドレスは、独立したエレメントとして記録し、その団体に対する統制形アクセス・ポイ

ントの一部としては記録しない。 
#8.9.2 情報源 
 アドレスは、どの情報源に基づいて記録してもよい。 
（参照: #8.0.2 を見よ。） 
#8.9.3 記録の方法 
団体の活動している場所の住所および（または）電子メールまたはインターネットのアド

レスは、表示されているもの全体を記録する。 
#8.10 活動分野 
 活動分野は、エレメントである。 
#8.10.1 記録の範囲 
 活動分野は、団体が従事している業務等の分野および（または）権限、責任、主権等を有

している領域である。 
 活動分野は、独立したエレメントとして記録し、その団体に対する統制形アクセス・ポイ

ントの一部としては記録しない。 
#8.10.2 情報源 
 活動分野は、どの情報源に基づいて記録してもよい。 

（参照: #8.0.2 を見よ。） 
#8.10.3 記録の方法 
 団体が従事している分野および（または）権限、責任、主権等を有している領域を示す用
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語を記録する。 
#8.11 沿革 
 沿革は、エレメントである。 
#8.11.1 記録の範囲 
 沿革は、団体の歴史に関する情報である。 
 沿革は、独立したエレメントとして記録し、その団体に対する統制形アクセス・ポイント

の一部としては記録しない。 
#8.11.2 情報源 
 沿革は、どの情報源に基づいて記録してもよい。 

（参照: #8.0.2 を見よ。） 
#8.11.3 記録の方法 
 団体の歴史に関する情報を記録する。 
 それが適切な場合は、特定の識別要素に結びつく情報をも、沿革として記録する。 
#8.12 団体の識別子 
団体の識別子は、エレメントである。 
団体の識別子は、コア・エレメントである。 

#8.12.1 記録の範囲 
団体の識別子は、団体または団体に代わる情報（典拠レコードなど）と結びつく一意の文

字列である。識別子は、団体を他の団体と判別するために有効である。 
#8.12.2 情報源 
 団体の識別子は、どの情報源に基づいて記録してもよい。 

（参照: #8.0.2 を見よ。） 
#8.12.3 記録の方法 
団体の識別子を、容易に確認できる場合は、識別子付与に責任を有する機関等の名称また

は識別可能な語句に続けて記録する。 
国立国会図書館典拠 ID: 00267599 
（日本図書館協会の国立国会図書館の典拠 ID） 

#8.13 使用範囲 
 使用範囲は、エレメントである。 
#8.13.1 記録の範囲 
 使用範囲は、団体の優先名称とした名称が結びつく著作のタイプや形式である。 
#8.13.2 情報源 
 使用範囲は、どの情報源に基づいて記録してもよい。 

（参照: #8.0.2 を見よ。） 
#8.13.3 記録の方法 
 団体の優先名称となった名称の使用範囲に関する情報を記録する。 



『日本目録規則 2018 年版』第 8 章 

 36 / 37 
 

#8.14 確定状況 
 確定状況は、エレメントである。 
#8.14.1 記録の範囲 
 確定状況は、団体を識別するデータの確定の程度を示す情報である。 
#8.14.2 情報源 
 確定状況は、どこから判断してもよい。 

（参照: #8.0.2 を見よ。） 
#8.14.3 記録の方法 
 確定状況は、次のいずれかの該当する条件に対応した用語を記録する。 

a) 確立 
団体に対する典拠形アクセス・ポイントとして、データが十分な状態にある場合は、「確

立」または「fully established」と記録する。 
b) 未確立 
団体に対する典拠形アクセス・ポイントとして、データが不十分な状態にある場合は、

「未確立」または「provisional」と記録する。 
c) 暫定 
資料自体を入手できず、体現形の記述から採用した場合は、「暫定」または「preliminary」

と記録する。 
#8.15 出典 
 出典は、エレメントである。 
#8.15.1 記録の範囲 
 出典は、団体の名称または名称以外の識別要素を決定する際に使用した情報源である。 
#8.15.2 情報源 
 出典は、どの情報源に基づいて記録してもよい。 

（参照: #8.0.2 を見よ。） 
#8.15.3 記録の方法 
 団体の優先名称または異形名称を決定する際に使用した情報源を記録し、簡略な説明を

付す。情報源内の情報を発見した箇所を特定できるように記録する。 
 優先名称を決定する際に役に立たなかった情報源についても、「情報なし」または「No 
information found」と付加して記録する。 
 名称以外の識別要素については、必要に応じてその情報源を記録する。 
#8.16 データ作成者の注記 
データ作成者の注記は、エレメントである。 
データ作成者の注記は、団体に対する典拠形アクセス・ポイントを使用または更新するデ

ータ作成者にとって、または関連する個人・家族・団体に対する典拠形アクセス・ポイント

を構築する者に役立つ説明である。 
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 必要に応じて、次のような注記を記録する。 
a) 典拠形アクセス・ポイントの構築に適用する、特定の規定に関する注記 
b) 優先名称の選択、典拠形アクセス・ポイントの形等の根拠に関する注記 
c) 典拠形アクセス・ポイントの使用を限定する注記 
d) 類似の名称をもつ個人・家族・団体と判別するための注記 
e) その他の重要な情報を説明する注記 
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